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これまでの議論のまとめと今後の方向性（案） 

 

Ⅰ．はじめに 

平成２０年７月にまとめられた「看護基礎教育のあり方に関する懇談会論

点整理」において、看護基礎教育の充実に向けたどのような方策を進める上

でも共通する課題のひとつとして、看護教員の質・量の確保が指摘された。

これを受けて、平成２１年３月の「看護の質の向上と確保に関する検討会」

中間とりまとめでは、看護教員の専門性を高めるための看護教員の継続教育

や、看護教員が臨床現場で実践能力を保持・向上するための機会の確保、高

度実践能力を持つ看護職員の活用など、養成機関の創意工夫が必要であるこ

とが示されたところである。これを踏まえて、本検討会は、看護教員の資質

の維持・向上に向けた現状と課題を把握し、看護教員の養成と継続教育の推

進、看護実践能力の保持・向上に関する方策について検討することを目的と

して設置され、これまで３回にわたって議論してきたところである。ここに、

看護教員養成のあり方に関するこれまでの議論をまとめた。 

 

 

Ⅱ．看護教員に求められる資質・能力に関して 

○看護基礎教育の充実のためには、看護教員の質の向上が不可欠であり、質の

高い看護教育を実施することができる看護教員にはどのような資質・能力が

求められるのか、まず整理し、目標を示すことが必要である。 

１．看護教員の資質・能力に関する課題 

○看護教員には臨床実践能力と教育実践能力のどちらも必要であり、そのバラ

ンスが重要であり、その両方を補い合うシステムを作ることが重要という意

見があった。 

○その一方で、看護教員が臨床実践能力を維持することは困難であり、臨床を

離れている看護教員に一律に臨床実践能力を求めるのは無理がある。看護教

員は、自らの臨床実践能力を維持することが優先されるのではなく、臨床実

践の場で誰に学生を委ねたら優れた指導をしてもらえるかを見極め、その臨

床実践の状況を教材として学生に説明できる能力が求められるという意見も

あった。 

 

（１）求められる資質 

２．看護教員に求められる資質・能力 

・多様な学生の個性を尊重する人権意識 

・人間として、看護職として、教員としての魅力 

資料３ 
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（２）求められる能力 

①臨床実践能力 

②教育実践能力 

・時代の要請に合ったカリキュラムを作成する能力 

・学生の体験や臨床実践の状況を教材として学生に説明できる能力 

・多様な学生に対応できる指導力 

・カウンセリング能力 

・コミュニケーション能力 

・自らの専門領域の教育のみでなく、全ての領域とのかかわりを意識して

教育展開するマネジメント能力 

 

○看護教員に求められる資質・能力の目標設定や評価、強化すべき能力等に

ついては、今後の議論を踏まえて、さらに整理する。 

 

 

Ⅲ．看護師等養成所※における看護教員の要件に関して 

○看護基礎教育を充実するためには、看護教員の質と量の双方を充実・強化さ

せることが必要であり、看護教員の要件についても、質と量の観点から議論

することが必要である。 

１．看護教員の要件に関する課題 

○大学卒や大学院修了の看護職員が増加する中、これらの看護職員の看護師等

養成所の看護教員への活用を推進することが考えられる。 

 

○看護教員には一定の臨床経験が必要であるが、看護教員確保の観点からは、

現行の要件における５年の臨床経験年数を３年に緩和し、その一方で、必要

な臨床経験の業務内容を明示し、質の確保を図るべきという意見があった。 

２．看護教員の要件の見直しについて 

○一方、現在の臨床現場の看護師の状況から考えると、臨床経験が３年では学

生を教育することは難しいと思われることから、臨床経験年数は５年以上を

維持すべきという意見もあった。 

○看護教員確保の観点から、大学や大学院等での教育内容のうち、看護教員の

要件の対象とする履修内容を拡大し、大学卒や大学院修了の看護職員の看護

教員への活用が推進されるようにすることが必要である。 

○どのような要件の教員であっても、教員としての基礎がつくられる新任期の

研修が重要である。そのため、新任期の研修体制を構築し、看護教員の質の

確保・向上のための方策を講じることが必要である。新任期の研修も継続教
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育の一環として位置づけられるものであり、その実施体制等については、今

後、継続教育に関する検討の中での議論となるが、新任期研修の質確保のた

めには、看護教員の要件等を踏まえて標準的プログラム等を国が提示するこ

とが望まれる。 

 

※ 厚生労働大臣の指定する看護師等養成所 

 

 

Ⅳ.看護教員の養成に関して 

（１）実施体制・方法 

１．看護教員養成講習会について 

①現状と課題 

○看護教員養成の約８割は、都道府県による看護教員養成講習会（以下、講習

会という）が担っているが、受講希望者の減少等により、開催基準である定

員３０名以上を満たす受講者数を一県で確保するのが困難であるために開催

しない県が多い。また講習内容や方法等についても、講習会修了の基準や評

価などが実施要領に示されておらず、実施状況は多様となっている。このよ

うに、看護教員の養成は、量的にも質的にも平準化していない状況である。 

○講習会開催県が限定的であることから、現在の実施方法では、受講を希望し

ても物理的な問題や家庭の事情により受講できない人の状況は改善されない。 

○また、すでに看護教員となっている者を研修に出すと欠員状態となり、教育

体制に支障が出るため、講習会に参加させることが困難な状況にある養成所

もある。 

○さらに、新任の看護教員は、実際に教育していく中で迷いや悩みを多く抱え

ているが、そのような新任者を支えるためのしくみは十分ではない。 

 

②当面の改善策 

○看護教員の養成を全国的に平準化するためには、講習会をブロック単位に調

整した上で開催するなどの仕組みが構築されることが必要であり、その調整

は国が行うべきである。その際には、他県からの受講者を受け入れやすくす

るため、開催県に対して財政的な支援を行うべきである。また、保健師養成

所及び助産師養成所の看護教員の養成についても考慮する必要がある。 

○看護教員の確保の観点から、看護教員を養成する課程を看護系大学の専攻科

や大学院等に設置することが望ましく、これを推進するため、財政面も含め

た支援が必要である。 

○その場合、北海道から九州までの各ブロック内で、少なくとも１大学以上が

実施するように調整・推進することも、実現に向けた一つの方策として考え



4 
 

られる。 

○一方、すでに教員となっている未受講者の受講を促進するためには、代替要

員の確保など養成所に対する国の財政支援が求められる。 

○また、新任の看護教員を支えるためには、メンターやスーパーバイザーの設

定など多様な方法が考えられるが、このような養成後のフォローアップ体制

について、前述の新任期の研修体制構築と併せて検討することが求められる。 

 

（２）講習会の質の充実・確保 

①現状と課題 

○現行では 8 ヵ月で 900 時間の講習会を実施しており、つめこみ教育になっ

ている。 

○講習会を受講することにより教員としての姿勢や態度に変化が見られ有益で

ある一方、教員業務のすべてが含まれてはいないので、すぐに活用できるこ

とを教育することも必要である。 

○看護教員に求められるものは時代とともに変わってきており、それに伴い講

習会の教育内容にも変化が求められている。 

○看護教員には学生を育む教育学や教育論の視点が不足しているとの指摘もあ

る一方、講習会の企画・運営はいわば「丸投げ」となっており、講習会を企

画する都道府県担当者が、看護教員の養成に必要な教育内容について把握し、

理解できるようなしくみになっていないことも指摘されている。 

 

②当面の改善策 

○講習会において十分な講習成果を上げるためには、教育内容を整理するとと

もに、ゆとりのある期間を設定すべきである。また、看護基礎教育カリキュ

ラムの改正に合わせて、講習会の教育内容を見直す必要がある。 

○講習会の質の確保・向上のため、看護教員養成における教育内容を見直すと

ともに、受講者の評価やプログラムの評価なども含めた看護教員養成のため

のガイドラインを早急に作成することが必要である。 

○また、ガイドラインには、教員養成のための教育内容を示すだけでなく、教

育目標として看護教員がどのような能力を身につけるべきか、また講習修了

の基準を示すべきである。 

○さらに、講習会を企画する都道府県担当者への情報提供や企画に関する相談

体制を構築することが必要であり、こうした支援を国が行うべきである。 

 

○より多くの受講希望者が就労を継続しながらでも受講できるよう、通信制や

e ラーニングの導入について検討する必要がある。ｅラーニング等を活用す

２．今後の看護教員養成について（中長期的な視点に立った改善策） 
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ることにより、知識の習得に関しては、講習内容を統一することができ、こ

れにより教員養成の質を確保することができる。 

○また、教育時間を単位制とし、受講者の状況に応じて複数年にわたって断続

的に履修できるようにしたり、放送大学等の活用も求められる。 

○受講者の利便性を高めるためには、近隣の看護系大学での科目履修を「教員

養成課程」の一部として認定できるようにすることも考えられる。 

○新任の看護教員が実際に教育を始めてから抱える悩み等に対応するため、新

任期のフォローアップ研修等の実施が求められる。 

○また、看護教員の質を確保し、教員自身の意欲の向上を図るためには、教員

養成講習会を修了したことを公的に認証し、更新制とし、さらに看護教員の

教育における専門性を評価する仕組みを構築することについても検討する必

要がある。 

○現在、看護学生を教育する者を育成する講習会には実習指導者講習会・看護

教員養成講習会・看護教員再教育研修・幹部看護教員養成課程等があり、こ

れらを連動させることにより、看護教員のキャリアパスとして示すことがで

き、看護教員養成講習会修了者の自信に繋がると考えられる。そのため、こ

れらの講習会を連動させ、さらには学位取得に繋がるようなコースとして再

構築することが求められる。 

 

○都道府県が実施する看護教員養成講習会に対して、国はこれまで講習会の実

施要領を示し、補助してきたが、全国的に見ると質・量ともに格差が生じ、

必ずしも効果的な制度運用が行われてきたとは言い難い。 

３．看護教員養成における今後の方向性ついて 

○看護基礎教育の充実に向け、看護教員の質・量の充実は極めて重要な課題で

あり、質の高い看護教員養成の体制整備を図ることは急務であり、国は、こ

うした体制整備を支援すべきである。 

○一方、看護教育については、現在、厚生労働省の複数の検討会で議論されて

いるところであるが、看護教員にかかる中長期的な視点に立った改善策につ

いても、これらの検討会における議論を踏まえ、看護の質の向上と確保を図

るため、連動性を持った効果的な政策を検討すべきである。 

 

 


